
＜質問＞ 
接続試験を行うにはどのような手続きが必要でしょうか？ 
 
＜回答＞ 
「接続試験申込書」を、接続試験を行う1カ月前までに、業務部利用契約課に提出する 
必要があります。（接続試験を行うには、回線が設置されていることが条件となります。） 
設定等の調整も含め、業務部利用契約課にお問い合わせください。 
 
◆確認させていただく情報 
 ・接続試験実施期間 
 ・試験を行う業種 
 ・試験を行う業務コード 
 ・試験を行うGWサーバのIPアドレス 
  （既存のサーバ利用ｏｒ試験用サーバ） 
 
◆お問い合わせ先 
  業務部 利用契約課 
  TEL 044-520-6266 
  E-mail：keiyaku＠naccs.jp 
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